
 
支払基金統一事例 

【 処置 】 

 

８０４ 肋骨骨折固定術と胸部固定帯加算の併算定について 

 

《令和８年３月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

 Ｊ001-３肋骨骨折固定術とＪ200 胸部固定帯加算の併算定は、原則として認

められない。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

  肋骨骨折に対し、肋骨骨折固定術は絆創膏等を用いて固定した場合に算定

できると考えられるが、併せて胸部固定帯の使用は重複算定であり過剰と判

断する。 

  以上のことから、Ｊ001-３肋骨骨折固定術とＪ200 胸部固定帯加算の併算定

は、原則として認められないと判断した。 
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